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地域生活支援サービス「メープルリーフ」            第２２７号  令和４年４月 

特定非営利活動法人ひだまり                                  

 理事長 平井 紳一                   

メープルリーフ担当 高柳 

所在地 ： 〒263 - 0005 稲毛区長沼町 32 番地   

Tel ： 043 – 258 - 8604  Fax ： 043 – 310 – 5061 

E-mail ： mapleleaf@almond.ocn.ne.jp（添付文書ＯＫ） 

＊NPO ひだまりホームページ https://www.hidamari.or.jp 

 

 

☆ 新年度になりました。 

第６波に対するまん延防止措置が解除されてから２週間たちました。 

新規感染者数は、現時点の関東圏では第７波に向けて増えているとも、減少傾向にある

とも、どちらともいえない停滞傾向が続いています。 

ですが、多くの方がワクチン３回目接種も終わり、マスクを着けて行動されるのが出来

るようになってきた中、後はインフルエンザと同様に内服による治療薬が出回るようにな

ればと、ようやく様々な制限を解除できる見込みが出てきました。 

 

とはいえ、まだまだ施設や学校などに入り込んでしまうと、多くの方が罹患することに

なり、外出自粛や施設、学校の臨時休業等が必要になる病気に変わりありません。 

引き続き、感染予防に努めながら、出来る範囲での支援を、精一杯提供してまいりま

す。 

 

また、制限が解除になった際にも、今年度内にマスク着用やアルコール消毒等の、基本

的な感染予防対策がいらなくなることは、残念ながらないと考えています。 

東京方面への外出、集団での外出への参加は、ワクチン３回の接種が済んでいて、支援

中にマスクを常時着用できる方という条件になる見込みであることを、今のうちからご了

承いただきますよう、お願いします。 

 

☆  ５月の予定・予約表の締め切りに関して 

５ 月 予 約 表 締 め 切 り 

４ 月 １ ５ 日 （ 金 ） １ ７ ： ０ ０ 

 

※ 電話、FAX、メール等での予約も受け付けております。 

※ 締め切りまでに予約が間に合わない場合には、必ずご一報ください。 

※ 様々なサービスの利用制限や、閉店なども相次いでおります。今までと同じお

出かけ先に行けない場合なども多くありますので、その際には、予約を頂いた時

点で、内容確認をさせていただいております。 
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☆ 花粉症と新型コロナウイルス感染症の見分けについて。 

この時期、職員、利用者さんの両方を悩ませるのが花粉症です。 

新型コロナウイルス感染症の流行主体がオミクロン株に置き換わる中、花粉症との

見分けがつきにくいという問題があり、のどの痛みなどから不安をご相談されること

があります。 

基本的に、以前から花粉症がある方については、くしゃみ、のどの痛み、目の充血

等のアレルギー症状以外の症状、具体的には発熱、激しい咳、下痢症状等があるか、

家族や通っている学校、職場、施設等で多くの風邪症状の方が確認されているかどう

かという点から、お考えになっていただければと思います。 

その上でご不安でしたら、状況を一緒に確認して支援の可否、行き先等の変更を相

談させていただきますので、お気軽にご連絡ください。 

 

☆ 契約更新の期限について 

メープルリーフでは、他の施設とは違い毎年契約書、重要事項説明書の取り交わし

をお願いしており、皆さまご面倒をお掛けしています。 

移動支援、行動援護は、障害福祉サービス受給者全体でみると支給が少ないためか、

更新関係のトラブルが非常に多いことや、複数事業所に渡る契約時間数の調整など、

支給内容の細かな確認を行う必要があるために、毎年お願いしています。 

 

また、この契約更新に関してご連絡が取れない方、契約満了から３か月経っても事

務手続きが終わらない方などがおり、行政への確認、更新のための連絡や手続き等が

大変負担となっております。 

そこで、行政手続き（更新手続きは済んでいるが、受給者証が手元に届いていない

等）の問題がないにも関わらず、契約満了後２ヶ月経っても契約更新が行えない場合

には契約満了とし、再度の契約は行えません。 

また、その際には契約満了のお知らせは再度致しません。ご了承ください。 

 

行政の手続きの関係上、受給者証の交付が遅れることはよくあります。支給期間終

了の翌月中に受給者証が確認できれば、契約上もサービス提供上も特に問題はありま

せん。疑問や不安なことがありましたら、都度事業所の方にお問い合わせください。 

 

☆ 職員が増えました。 

ずっとヘルパーさんとして働いてくれていた谷藤涼音さんが、４月から正規職員と

して、特定非営利活動法人ひだまりの一員となりました。 

４月中には、強度行動障害支援者養成研修を受ける予定となっており、今まで移動

支援のヘルパーだけでしたが、活躍の場を広げていきます。 

よろしくお願いいたします。 


